
 中皮腫・じん肺・アスベストセンターの永倉です。 
 2013年3月29日「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定されま
した。翌2014年6月1日改正大気汚染防止法が施行されることになりました。 
 アスベストセンターは、2013年3月全国の自治体に対し、アンケート調査を行いま
した。その調査報告です。 
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 近年公共工事でアスベスト飛散事例が次々に報道されています。最近のもので
も、神奈川県綾瀬市立綾瀬小学校の解体工事に伴う煙突保温材の飛散事故、大
阪府立金岡高等学校改修工事の軒天井裏吹付けアスベスト飛散事故、名古屋市
営地下鉄駅アスベスト除去工事の際の飛散事故などがあります。 

 これらの事例は、いずれも公共工事であり、学校や地下鉄駅など公共施設では
子供たちや一般市民がアスベストばく露する事例です。 
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 2011年、神奈川県綾瀬市立綾瀬小学校では、児童たちが校庭で遊んでいる時

間帯に、校庭にあった機械室のアスベスト煙突保温材が粉じん対策なしに解体さ
れ、校庭にアスベスト粉じんをまき散らしています。 

 写真は校庭の機械室がアスベスト対策が取られずに、ミンチ解体されている写
真です。 

 また、この時発生した建材のがれきは廃棄物処分場へ運び込まれ、再利用され
ました。アスベスト汚染されたがれきが再利用され、アスベスト粉じん発生源が拡
散しています。 
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 綾瀬小学校にはアスベスト煙突保温材が使用された機械室は2か所ありました。

この写真は前の写真とは違う機械室の解体工事の写真です。写真の上のほうに
白く四角い煙突が写っています。この煙突の中に飛散性の高いレベル2に該当す
るアスベスト煙突保温材があります。 

 正しくは煙突の中の保温材を密閉し解体工事に先立って除去し、その後建物の
解体が行われなければなりません。 

 しかし、実際は事前のアスベスト除去が行われないままに建物もろとも煙突もそ
のまま解体され、アスベスト粉じんをまき散らしました。 
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 2012年、大阪府立金岡高等学校では、改修工事の際に軒天裏のクロシドライト

の吹付け材が露出し、粉じん対策が行われないまま除去されたのではないかと疑
われました。府教育委員会は、保護者や近隣住民の強い要請にこたえ、専門家に
よる「大阪府立金岡高等学校アスベスト飛散事故に関する協議会」を設置しました。 

 協議会はこの工事を行った関係事業者のヒヤリングを行い、実際にどのような工
事が行われたのか、またこの工事で生徒たちがどの程度の粉じんばく露を受けた
のかを推定するために、安全な気体を使ってシミュレーションを行い、ばく露評価、
リスク評価を行う予定です。 
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 私たちは、2011年3月11日発生した東日本大震災被災地のアスベスト調査を

行ってきました。被災地では多くのアスベスト建材が破砕され散乱し、がれき撤去、
復旧・復興作業によって粉じんがもうもうとする中、作業者やボランティア、住民た
ちが作業をし生活していました。 
 また、1995年1月17日発生した阪神淡路大震災のがれき撤去を行った作業者や
自治体の職員にアスベスト被害が発生したと報道されています。 
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 この写真は2011年4月10日、東日本大震災発生から1か月後の南三陸町の被災

地のヘドロの中に散乱したアスベストを含有している波形スレート板です。このよう
なアスベスト成形板が粉々に破砕された状態で、町中に散乱していました。まだこ
の時期は津波を被った影響でヘドロやがれきは湿潤化しており、空気中のアスベ
スト粉じんは観測されていませんでした。 
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 これは5月の2日～5日ころの連休時の陸前高田の市街地のがれき撤去作業の
写真です。被災地は2か月近くたって本格的な復興作業が始まっています。このこ
ろには津波で湿潤化していたがれきも乾燥し、粉じんが発生し始めています。 

 写真は市街地のがれきを重機でつかみ持ち上げたところに粉じんが発生してい
ます。重機を運転する作業者や周辺の作業者はマスクをしていない人が多く目に
つきました。 
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 これは前の写真の続きです。重機はがれきを持ち上げるとともに粉じんを発生さ
せ、重機が反転すると粉じんの幕ができ、市内をゆっくりと移動していきます。この
ような粉じんの幕が市街地のあちらこちらで発生し、移動していく状態が見られま
した。この粉じんの中にアスベスト粉じんが含まれると考えられます。 
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 そのような背景の下、大気汚染防止法の一部改正が2013年3月29日に閣議決
定され、一年後に施行されることになりました。 
 改正の概要は、スライドの3点です。 
 １、は、工事届け出者が今までの工事施工者から発注者に変更になりました。 

 ２、は、工事を受注したものによる石綿の事前調査の実施と、発注者への説明義
務です。 
 ３、は、行政による立ち入り検査権限の拡大です。 
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 しかし、これらの大気汚染防止法改正は不十分な改正と言わざるを得ません。
中央環境審議会 大気・騒音振動部会石綿飛散防止専門委員会は、大気汚染防
止法改正の問題点について議論を続けてきましたが、以上のような改正点が見送
られました。 

 １は、敷地境界値１０本/Ｌが残ってしまいました。この敷地境界値は、環境基準
値と誤って使用され、行政の文書や報道記事にも「１０本/Ｌを超えなければ安全」
と間違った表記がいまだに見受けられます。 

 ２は、大気汚染防止法違反の罰則は大変緩く、また直罰ではない（指摘を受け
改善されれば罰を受けない）ために、違法工事の抑制になっていません。 

 ３は、違法な工事を実質的に予防する効果の高いリスクコミュニケーションという
う市民による工事の監視が改正に盛り込まれませんでした。 

 ４は、行政の立ち入り調査権が拡大されましたが、実効性を確保するための人
員の拡大、立ち入り検査簿の利用などを検討する必要があります。 

 ５は、特に解体工事前のアスベスト除去について、第三者による完成検査は、ア
スベスト飛散事故を未然に防ぐために必要です。 
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 今回のアンケート調査を行った2013年4月の時点で、石綿飛散防止を目的とした
条例を策定している自治体は、スライドのように1都、2府、2区、10県、13市が確認
されます。このほかにも、要綱を制定している自治体もあります。 
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 大気汚染防止法改正案が閣議決定されたことを受け、都道府県、政令指定都市、
中核市、東京都下の区部及び市部、神奈川県下の市部の各自治体を対象にアン
ケート調査を行いました。 
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 アンケート質問項目は、このようなものです。 
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 回答状況は、都道府県は26回答、55.3％でした。政令指定都市及び中核市では
27回答、48.2％、東京都下区部及び市部は19回答、38.7％、神奈川県下市部8回
答、53.3％でした。対象自治体全体では171自治体中85回答、回答率49.7％でし
た。 
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 アンケート集計を示します。 

 「１、条例の制定を考えている、もしくは改正を考えている」については、「どちらと
も見当の予定なし」の回答が多数でしたが、「新たな条例を検討している」や「条例
の改正を検討している」自治体が9自治体ありました。 

 「２、大防法改正に伴って石綿飛散防止のためのガイドラインやマニュアルの検
討」については、「検討している」自治体が11自治体ありました。 
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 次に、３．大防法改正の評価についてうかがいました。 

 ⑴注文者の責任の明確化では、十分が５６、不十分が２でした。 

 ⑵事前調査の義務付けでは、十分が５３、不十分が３でした。 

 ⑶届出主体の変更では、十分が５６、不十分が１でした。 

 ⑷立ち入り権限の強化では、十分が５３、不十分が４でした。 

 ⑸大気濃度測定の義務付けでは、十分が５２、不十分が５でした。 

 ⑹石綿含有建材の対策では、十分が４９、不十分が６でした。 

 ⑺罰則についてでは、十分が５４、不十分が２でした。 

 ⑻制度間の連携及びパトロールなどの体制では、十分が５４、不十分が３でした。 

 ⑼除去後の完成検査では、十分が５２、不十分が３でした。 

 ⑽周辺住民への情報開示では、十分が５４、不十分が１でした。 
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４．大防法改正に当たってパブリックコメントを応募したかについてお聞きしました。 

 応募したが１、応募しないが７８でした。 

５．大防法改正に当たって具体的に訴えたいことやご意見について、ご意見の記
述があったのは１２自治体、記述なしは７３でした。 

６．「アスベスト診断士」への委託、委託の検討は、したことがあるは０、なしは７３、
わからないが８でした。 

 この、アスベスト診断士は旧石綿協会の私的制度で、石綿協会が過去に石綿を
日本中に広めたことを反省も謝罪もせずに、協会の生き残りを賭けて作った制度
です。このことに「中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会」、「中皮腫・じん肺・ア
スベストセンター」は連名で厚生労働省に、公的な工事等で使わないように申し入
れをしています。 
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 ２．ガイドライン検討についてのコメントが、いくつかの自治体から寄せられてい
ます。 
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 ５．大防法改正に当たって具体的に訴えたいことや、ご意見としていくつかの自
治体より回答が寄せられました。 

 

 新宿区では、事前調査の義務付けや完成検査について具体的な検討が重要と
指摘しています。 
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 また、調布市は国や東京都への要望をしてくとし、武蔵野市は今後の法改正に
よるさらなる飛散防止対策の充実が必要としています。 
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 また、函館市は大防法改正の検討対象や検討結果の方向性は総体として十分
としています。 

 岡山市は、これまでの行政指導の法令の根拠がないこともあったが、今回の改
正で施主、除去作業実施事業者への役割が決められ、石綿飛散防止の取り組み
が推進されることを期待していると回答しました。 

 神奈川県は国の関係省庁の連携を要望し、パブリックコメントに応募したとして
います。 
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 以上のようなアンケート調査結果を受けて、いくつかの自治体を訪問し、ヒヤリン
グ調査を行いました。 

 １１月２５日、大阪府、尼崎市、１２月４日横浜市、１２月１２日東京都の関係部局
を訪れ、お話を聞きました。 
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 大阪府府では、2013年5月13日、知事により環境審議会に諮問があり、大防法
改正に伴う条例改正に関する部会を設置しました。その後4回の部会を経て11月
22日環境審議会に部会報告を行いました。 
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 部会報告された条例改正項目のいくつかは、大気汚染防止法に上乗せをし、大
防法の改正を強化するものとして参考になるものです。 

 一つは、事前調査について、事前調査を義務付けるだけでなく、事前調査結果
を工事現場に備え付けることを義務付けました。 

 二つ目は、立ち入り検査について、工事現場だけでなく設計図書などが保管さ
れている事務所への立ち入りも可能にし、立ち入り検査をより効果的なものにして
います。 

 三つめは、リスクコミュニケーションについての言及がなかった大防法に上乗せ
し、住民への周知規定を設けています。 
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 また、尼崎市では特徴のある窓口対応をしています。 

 尼崎市は市独自の条例はまだありませんが、兵庫県条例によってレベル3のア
スベスト含有建材の届出が義務化されています。 

 尼崎市経済環境局環境部環境保全課では、 「建設工事に係る資材の再資源化

等に関する法律」（建設リサイクル法）の届出の窓口と連携して、建設リサイクル法
の届出に来た事業者にそのまま環境保全課に案内し、スライドの「石綿使用の有
無等に関する事前調査の結果について」という文書に、その場で記入してもらうと
いうことを実施しています。 

 これは、その場で書いてもらうというのがミソで、持ち帰って記入するというので
は事前調査を行っていなくても嘘の記入が可能ですが、その場での記入となると、
事前調査をやっていないと記入できないので判ってしまうということです。 

 建設リサイクル法の届出部署との連携や、届け出の窓口での記入などの工夫を
することで、事前調査を徹底させることや、立ち入り検査の絞り込みができます。 
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 また、これは「神奈川県の立入り検査表」の一部です。行政が立ち入り検査を行
う場合、このような立入検査表は重要なツールとなります。 

 自治体ごとにさまざまに工夫された立ち入り検査表があるようですが、この神奈
川県のものは、届け出収受時、養生終了時、除去作業時のチェック項目、判定方
法がこまかに示されだれが検査しても検査漏れがないように工夫されています。 

 立ち入り検査については、自治体や検査する人によって検査内容に差がないよ
うにすることは重要です。 
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 以上のように一部の自治体は大防法の改正に伴って、条例の見直しや窓口で
の対応、マニュアルなどの検討を行っています。しかし、多くの自治体では全く条
例の制定、改正を考えていません。 

 しかし大防法の改正によって、届け出者が事業者から発注者に変更されたこと
などを受けて、すでに条例を制定している自治体では条例の改正、見直しが必要
です。また、自治体によってアスベスト対策に差があってはなりません。アスベスト
製造工場がなくなった今、これからのアスベスト粉じん発生源は、ずさんな解体工
事・改修工事現場になります。労働者ばかりでなく、子供を含む一般の住民が、ず
さんな解体工事・改修工事現場から発生したアスベスト粉じんにばく露します。 

 また、大震災が発生した場合、発生後では十分なアスベスト対策はできないこと
が被災地の調査から明らかです。大震災が予想されるいま、震災前のアスベスト
対策を自治体が真剣に取り組む必要があります。 

 これらのことから、大防法への私たちの提言を示します。 

 一つは、濃度規制値です。他の発がん物質の規制値の考え方の基準となる生
涯ばく露リスク10万分の１以下となる基準値を検討する必要があります。１０本/ℓ

は、アスベスト製品製造工場の敷地境界の濃度基準値で、いまはアスベスト製品
製造工場は存在しません。したがって、アスベスト濃度基準値はありません。１０
本/ℓが誤って基準値として独り歩きしています。 

 二つめは周辺住民への情報提供です。住民とのリスクコミュニケーションを形成
し、安全な工事が実現した実例があります。 

 三つめは罰則の強化です。大防法は罰則が緩すぎることで、罰則による抑止力
が働きません。これはアスベスト除去業者自身が言っています。 

 四つ目は建物のアスベスト事前調査は、旧石綿協会の私的な資格であるアスベ
スト診断士ではなく、国土交通省が創設した建築物石綿含有建材調査者制度を
活用すべきです。これはアスベスト診断士が倫理的に調査業務に不適格であると
いうこととともに、アスベスト診断士の設計したアスベスト除去工事で飛散事故を
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 大防法改正を検討してきた「石綿飛散防止専門委員会」は2013年11月12日に中

間報告を公けにしました。この報告で、これまで石綿含有製品製造施設の敷地境
界基準１０本/ℓが解体現場等における周辺環境への基準として引用されてきた。

しかし、この基準値は緩すぎるとの指摘があり、一般大気環境濃度の状況も参考
に検討すべき。と指摘しています。 

29 



 アスベストに関する情報について、周知義務と周知方法を条例等に盛り込む必
要があります。 

 川崎市や大阪府の条例改正案にあるように、事前調査結果の掲示板の掲示を
義務付けることが重要です。 

 また、工事に関係する設計図書などの関係資料が、住民に閲覧できるような仕
組みが求められます。これは廃棄物処理法での閲覧規定が参考になります。 

 住民と発注者、事業者、行政、ＮＰＯなどによるリスクコミュニケーションの形成は
、安全な工事を実現するために重要です。リスクコミュニケーション形成のための
説明会の開催を義務付ける仕組みを作る必要があります。 

 周知方法として、インターネットや各戸訪問、チラシ配布、回覧板などを神奈川県
条例では示しています。しかしこれらの周知方法の一つを行えばよいというのでは
なく、周知を図ったうえでのリスクコミュニケーションの形成が、住民の工事への理
解が増し、事業者の安全への説明が信頼を生み、発注者の安全に必要な費用へ
の理解につながっていきます。ここで、事業者や発注者が手を抜かないことは大
変重要です。また、行政やＮＰＯが専門的な立場で、事業者の説明や住民の理解
に手を貸すことも相互の理解を深めることに寄与します。 
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 現行（改正前）の大防法では、罰則が規定されてはいるものの罰金は低額です。
また、直罰規定ではなく、工事の違法が指摘され、改善されれば罰則を受けませ
ん。このために一部の事業者は、違法な工事を行っても見つからなければ手を抜
けるし、万が一見つかってしまっても、改善しますといえば罰則が適用されないと
高をくくっています。また、罰則が適用されても、罰金そのものが低額なため、罰金
を払っても手抜き工事のほうが「儲かって」しまいます。 

 これでは、罰則による抑止効果は全く望めません。 
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 ことさら罰則を強化することが重要なことではなく、まじめにアスベスト粉じん対
策を行っている発注者、事業者ももちろん大勢います。しかし、一部の手抜き工事
を行って安全を無視し、より儲けようとする発注者や事業者も一方でいます。 

 大防法が改正され、発注者も罰則の対象になったものの、ずさんな工事が行わ
れれば不特定多数の住民が発がん物質にばく露するおそれがあり、まだまだ不
十分だと言わざるを得ません。 

 罰則・罰金額についてはさらに見直しが必要です。 
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 旧石綿協会の私的な制度であるアスベスト診断士を、解体前の事前調査に使う
ことを指定した通達の撤回を求め、アスベストセンターと患者と家族の会が厚生労
働省へ申し入れを行いました。 

 アスベスト診断士を認定しているＪＡＴＩ協会の前身の石綿協会は、石綿使用は
安全だとし、使用を促し日本中に広めてきたアスベスト業界で中心的な役割を果
たしてきました。そのような経緯があるにもかかわらず厚労省は「石綿指針」で、「
一定の知見を有し、的確な判断ができるもの」としてこのアスベスト診断士を通達
で指定しました。アスベストセンターや患者と家族の会は、「過去の反省もせずに、
石綿調査を任せろというのは容認できない。」とし、通達の撤回を求めました。 
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 国土交通省は社会資本整備審議会分科会アスベスト対策部会での検討を踏ま
え、「建築物石綿含有建材調査者」講習が、2014年から始まりました。今後のアス
ベスト調査において、調査者が中心的な役割を果たしていきます。 
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 最後に今回の自治体アンケート調査から、自治体のアスベスト対策に関する全
体的な状況をまとめます。大防法改正直前の状況では、おおむね改正内容に応じ
た対応を考えているといえます。その中のいくつかの自治体では、条例の上乗せ
改正や独自の規制方法などを考えているところもあります。しかし、自治体独自の
条例やガイドライン制定に向けた積極的な取り組みの機運が上がっているとまで
は言えない状況です。 
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 自治体アスベスト対策は、1986年、87年の横須賀米空母ミッドウェーのアスベス

ト廃棄物投棄事件や学校アスベスト問題の発生とともに取り組まれてきました。次
の大きな波は、2005年６月クボタショックをきっかけに全国の自治体に波及しまし
た。その後2011年3月東日本大震災が起こり、新たなアスベスト対策がさらに求め
られています。 
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 アスベストに関する法的な規制は、規制権限移譲の問題が指摘できます。中央
の法規制が分権化されるに伴い、規制法そのものの内容が緩和され、各自治体
へ権限が委譲される傾向があります。 

 アスベスト対策のような、不特定多数の国民全体が解体工事現場など身近な場
所で発がん物質にさらされるという性質の規制には、国の法整備などの役割は大
きくならざるを得ません。 
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 自治体のアスベスト対策の課題としては、環境基準濃度の設定、リスクコミュニ
ケーションの法文化、自治体内部での共有化と継続、国の法令を補強する規制強
化とアクションプログラム、起こりうる大地震に備えたアスベスト対策などがありま
す。 
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 最後に大防法改正に伴う各自治体の条例改正のパブリックコメントの情報を示し
ます。皆様もぜひ条例改正をご確認いただいて、パブリックコメントにご意見を寄
せてください。 
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 私たちはアスベスト被害を根絶するために、今やらなければならないことがさま
ざまあります。解体工事や地震の際のアスベスト対策を進めるために、不十分だ
った大防法を条例などで補い、リスクコミュニケーションに積極的に参加していく必
要があります。 

 ご清聴ありがとうございました。 
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